
 

 

 

教育委員会では、児童・生徒の心身の障がいの状態や発達の状況に応じて、特別な支援を必

要とするお子さんの就学先について、就学相談を行っています。対象の方は、▽お子さんの都

立特別支援学校または市立特別支援学級への就学、特別支援教室へ入室をお考えの保護者、▽

現在、お子さんが身体的理由で就学猶予または免除を受けていて令和７年４月からの就学をお

考えの保護者となります。 

令和６年度 就学相談の手続き等に関する説明会を実施します。（説明会に不参加でも就学相

談は申し込めます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小金井市イメージキャラクターこきんちゃん 

   就学相談の受付について   
１ 特別支援学校または特別支援学級をお考えの方は 

  ５月１４日（火）午前８時３０分～８月３０日（金） 

 

２ 特別支援教室をお考えの方は 

  ５月２０日（月）午前８時３０分～８月３０日（金） 

 

３ その他のご相談の方は 

  ６月３日（月）午前８時３０分～ 

 

 


